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高 圧 ガ ス 保 安 法 ・ 体 系 図

【高圧ガスの製造、貯蔵を行う事業所等に関する規制】（認定事業者の認定、報告聴取・立入検査関係等の一部を除き都道府県知事の権限）

(1) 高圧ガスの製造（法第５条、第２０条、第３５条等）

① 第一種製造者 新規の許可取得 危害予防規程の届出

・一般：ガス処理値が１００m３/d（政令ガ ↓ 保安教育計画の策定 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

ス種では政令値）以上の者（液化石油ガ 完成検査の受検 開始の届出 保安統括者等の選任・届出 必要に応じ、報告徴収 許可の取消し

ス充てん事業者を除く） ↓ 定期自主検査の実施

・冷凍：冷凍能力値が２０ｔ/d（政令ガス 変更の許可取得 軽微変更の届出 従業者への保安教育の実施 廃止の届出

種では政令値）以上の者 ↓ 施設基準、方法基準の遵守 保安検査の実施

注)液化石油ガス充てん事業者：液化石油ガス 特定変更工事の完成検査の実施 （認定事業者は自主検査）

法に規定する液化石油ガス充てん事業者 （認定事業者は自主検査） （認定保安検査実施者に係る認定審査、更新審査）

(認定完成検査実施者に係る認定審査、更新審査）

② 第二種製造者 新規の届出 保安統括者等の選任・届出※ 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

・一般：第一種製造者以外の事業を行う者 ↓ 定期自主検査の実施※ 必要に応じ、報告徴収 廃止の届出

・冷凍：第一種製造者以外の冷凍能力値が 変更の届出 従業者への保安教育の実施

３ t/d(政令ガス種では政令値)以上の者 施設基準、方法基準の遵守 （※：省令ガス処理値等以上の第二種製造者のみ）

③ その他製造者 方法基準の遵守 必要に応じ、立入検査

(2) 高圧ガスの貯蔵（法第１５条、第２０条等）

① 第一種貯蔵所（容積３００m３（政令ガス 新規の許可取得 従業者への保安教育の実施

種では政令値）以上）の所有者等（第一 ↓ 施設基準、方法基準の遵守 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

種製造者、液化石油ガス販売事業者を除 完成検査の受検 開始の届出 必要に応じ、報告徴収

く（☆）） ↓ 廃止の届出

注)液化石油ガス販売事業者：液化石油ガス 変更の許可取得 軽微変更の届出

法に規定する液化石油ガス販売事業者 ↓

特定変更工事の完成検査の実施（認定事業者は自主検査）

② 第二種貯蔵所（容積３００m３以上（第一 新規の届出 従業者への保安教育の実施 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

種貯蔵所を除く）の所有者等(☆に同じ) ↓ 施設基準、方法基準の遵守 必要に応じ、報告徴収 廃止の届出

変更の届出

③ その他貯蔵所の所有者等（☆に同じ） 方法基準の遵守 必要に応じ、立入検査

(3) 高圧ガスの販売（法第２０条の４等）

◎ 販売業者（液化石油ガス販売事業者、第 新規の届出 販売主任者等の選任・届出

一種製造者等を除く） ↓ 従業者への保安教育の実施 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

変更の届出 一般消費者等への周知 必要に応じ、報告徴収 廃止の届出

方法基準の遵守
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(4) 高圧ガスの消費（法第２４条の２等）

① 特定高圧ガス消費者 新規の届出 取扱主任者の選任・届出

・政令ガス種を消費する者 ↓ 定期自主検査の実施 必要に応じ、立入検査 基準適合命令その他の命令、勧告

変更の届出 従業者への保安教育の実施 必要に応じ、報告徴収 廃止の届出

施設基準、方法基準の遵守

② その他消費者 方法基準の遵守 必要に応じ、立入検査

(5) 高圧ガスの輸入(容器に充てんした高圧ガス) （法第２２条） 輸入時の検査 廃棄等必要措置命令 、必要に応じ、立入検査、報告徴収

(6) 高圧ガスの移動（法第２３条） 方法基準の遵守等

(7) 高圧ガスの廃棄（法第２５条） 方法基準の遵守

【高圧ガスを充てんする容器、高圧ガスの製造に供する設備等に関する設備メーカー規制】（大臣、都道府県知事の権限）

(1) 容器等（容器及びその附属品） （法第４４条、第４５条、第４９条の２、第４９条の３等）

① 容器の製造 容器検査の実施 → 刻印等充てん時の措置 必要に応じ、立入検査 基準適合命令

↓ （登録製造業者は自主検査） ↓ 必要に応じ、報告徴収 廃止の届出

方法基準の遵守 （業者の登録・更新審査） 容器再検査の受検

（登録製造業者の容器型式承認審査）

① 容器の輸入 容器検査の実施 → 刻印等充てん時の措置 必要に応じ、立入検査

（外国登録製造業者は自主検査） ↓ 必要に応じ、報告徴収

（業者の登録・更新審査） 容器再検査の受検

③ 附属品の製造 附属品検査の実施 → 刻印等充てん時の措置

（登録製造業者は自主検査） ↓

（業者の登録・更新審査） 附属品再検査の受検

（登録製造業者の附属品型式承認審査）

④ 附属品の輸入 附属品検査の実施 → 刻印等充てん時の措置

（外国登録製造業者は自主検査） ↓

（業者の登録・更新審査） 附属品再検査の受検

(2) 特定設備（危険性の高い省令設備）（法第５６条の３等）

①特定設備の製造 特定設備検査の実施 → 合格証等の交付

（登録製造業者は自主検査→検査合格時に基準適合証発行申請）

（登録、更新の審査） （第一種製造者に係る完成検査を免除）

場合に応じて合格証、基準適合証の再交付

②特定設備の輸入 特定設備検査の実施 → 合格証等の交付

（外国登録製造業者は自主検査→自主検査合格時に基準適合証の発行申請）

（登録、更新の審査）
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(3) 指定設備（安全性の高い政令で定める設備）（法５６条の７等）

①指定設備の製造 指定設備の認定取得 → 認定証の交付

（指定設備認定審査）

（第一種製造者に係る許可、完成検査、保安検査等を免除）

②指定設備の輸入 指定設備の認定取得 → 認定証の交付 場合に応じて認定証の再交付

（指定設備認定審査）

(4) 冷凍機器（冷凍設備に用いる機器） 方法基準の遵守 必要に応じ、報告徴収

（法第５７条）

【各種検査等を実施する指定機関等に関する規制】（法第５８条の３等）

(1) 完 成 検 査 を 実 施 す る 指 定 機 関：指定完成検査機関

(2) 輸 入 検 査 を 実 施 す る 指 定 機 関：指定輸入検査機関

(3) 保 安 検 査 を 実 施 す る 指 定 機 関：指定保安検査機関 ① 指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関

検査組織等調査機関

(4) 容 器 検 査 を 実 施 す る 指 定 機 関：指定容器検査機関 → 新規の指定取得 → 業務規程の認可取得等 指定取消し、適合命令等

(5) 容器再検査を実施する指定機関：指定容器検査機関又は容器検査所 指定の更新

(6) 附属品検査を実施する指定機関：指定容器検査機関

② 容器検査所

(7) 附属品再検査を実施する指定機関等：指定容器検査機関又は容器検査所 → 新規の登録取得 → 検査主任者の選任・届出等

(8) 特定設備検査を実施する指定機関：指定特定設備検査機関 登録の更新 必要に応じ、立入検査、報告徴収 登録取消し等

(9) 指定設備認定を実施する指定機関：指定設備認定機関

(10)認定完成、保安検査実施者の事前調査及び登録容器等製造業者、

特定設備製造業の事前調査を実施する指定機関：検査組織等調査機関

(9) 製造保安責任者試験等各種試験を実施する指定機関：指定試験機関 新規の指定取得（民法第３４条法人に限る） → 業務規程、事業計画等の認可取得等 指定取消し、適合命令等

(10)製造保安責任者への定期講習等を実施する指定機関：指定講習機関（未規定）

【製造保安責任者・販売主任者試験、免状交付】（法第２９条、第３１条等）
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（1） 製造保安責任者

甲種・第一種は大臣の権限、乙種・丙種・第二種・第三種は都道府県の権限

製造保安責任者試験の申請 合格者は、通商産業大臣又は都道府県知事に免状交付（再交付）を申請 免状交付 法令違反時の免状返納命令等

高圧ガス保安協会へ提出 交付権者（国又は都道府県）へ納付

（高圧ガス保安協会へ納付）

（2） 販売主任者（都道府県知事の権限）

販売主任者試験の申請 合格者は、通商産業大臣又は都道府県知事に免状交付（再交付）を申請 免状交付 法令違反時の免状返納命令等

高圧ガス保安協会へ提出 都道府県へ納付

（高圧ガス保安協会へ納付）

【その他】（大臣、都道府県知事の権限）

(1) 容器刻印の変更（法第５４条）

充填する高圧ガスの種類、圧力を変更しようとする容器所有者 容器刻印変更の申請 規格適合の場合、刻印の変更

(2) 名簿の閲覧、謄本交付等（法第４９条の２０、第５６条の６の２１）

登録容器等製造業者、外国登録容器等製造業者、登録特定設備製造業者、外国登録特定設備製造業者の名簿閲覧、謄本交付


